
  令和８年度 鹿央キンカン号
山鹿市あいのりタクシー特例利用申請書

 ・山鹿市民の方で７０歳以上（昭和３２年４月１日以前生まれ）の方は、この申請書を提出

  すると、市街地区域内を除く地域内のバス停から500ｍ以内からでもご利用いただけます。

 ・山鹿市あいのりタクシーは、路線バスが走っていない地域を運行する公共交通機関です。

 ・一般のタクシーとは違い、事前予約制で他のお客様と相乗りをしながら運行します。

  時間に余裕をもってご利用ください。

 ・介助が必要な方は、介助者の同伴をお願いします。

 ・申請後、２週間程度でご利用ができるようになりますので、早めに申請してください。

 

上記の内容に同意します □（☑を入れてください）※記入必須

フリガナ 生年月日 年齢

氏 名

歳

郵便番号 住所 障害等級

〒    － 山鹿市

地域：ご利用の地域に〇をつけてください。

【鹿央キンカン号】

 米田 （ 坂田・小原・本村・内曲・中ノ丁・橋場・志々岐１４・志々岐１５・志々岐１６）

 千田 （ 奥永 ）

 米野岳（ 米野・堂米野・下米野・上岩原・岩原・春間・郷原・一里木団地 ）

 山内 （ 姫井・仁王堂・北谷・梅木谷・大浦・中浦・姫井団地 ）

 中富 （ 中分田・下分田 ） （ここに記載がない行政区は提出不要です）

電話番号 携帯電話番号

（      ）     －        （    ）    －       

あいのりタクシーで、どこまで利用されますか（〇〇病院・〇〇商店 など）
行く可能性がある場所をできるだけ書いてください

ご質問や伝えておきたいこと（乗り降りに時間がかかる 杖をついている など）

あいのりタクシーを、どこから利用されますか（乗車地の詳細を記入）

お申込み方法  郵送または、山鹿市役所（地域生活課）・各市民センターまで持参してください。

《郵送先》   〒８６１－０５９２ 山鹿市山鹿９８７番地３ 山鹿市役所 地域生活課

お問い合わせ先 ＴＥＬ　０９６８－４３－１１１４（山鹿市役所地域生活課）

平日8:30～17：15

◆利用者の住所が、山鹿・鹿本市街地区域内の場合のみ記入◆※市街地区域内自宅からの利用は不可

※市街地区域内自宅からの利用は不可

※特例とは・・・バス停から500ｍ以内の方でも「あいのりタクシー」をご利用いただける制度です

                                制度をご理解のうえ申請してください

 ◎ ご提供いただいた個人情報は、運行事業者（タクシー事業者）へ提供しますが、それ以外の

   目的では使用しません。

大・昭    年    月   日

※昭和３２年４月１日以前生まれの方

身体  精神  療育

（     級）



  令和８年度 鹿央キンカン号
山鹿市あいのりタクシー特例利用申請書

 ・山鹿市民の方で７０歳以上（昭和３２年４月１日以前生まれ）の方は、この申請書を提出

  すると、市街地区域内を除く地域内のバス停から500ｍ以内からでもご利用いただけます。

 ・山鹿市あいのりタクシーは、路線バスが走っていない地域を運行する公共交通機関です。

 ・一般のタクシーとは違い、事前予約制で他のお客様と相乗りをしながら運行します。

  時間に余裕をもってご利用ください。

 ・介助が必要な方は、介助者の同伴をお願いします。

 ・申請後、２週間程度でご利用ができるようになりますので、早めに申請してください。

 

上記の内容に同意します □（☑を入れてください）※記入必須

フリガナ カオウ    タロウ 生年月日 年齢

大・昭  １０年 １０月 １０日

郵便番号 住所 障害等級

〒 861 － 0563 山鹿市  鹿央町 千田　000-1

地域：ご利用の地域に〇をつけてください。

【鹿央キンカン号】

 米田 （ 坂田・小原・本村・内曲・中ノ丁・橋場・志々岐１４・志々岐１５・志々岐１６）

 千田 （ 奥永 ）

 米野岳（ 米野・堂米野・下米野・上岩原・岩原・春間・郷原・一里木団地 ）

 山内 （ 姫井・仁王堂・北谷・梅木谷・大浦・中浦・姫井団地 ）

 中富 （ 中分田・下分田 ） （ここに記載がない行政区は提出不要です）

電話番号 携帯電話番号

（  0968  ）  36   － 3111 （ 090 ） 1234 － 5678

あいのりタクシーで、どこまで利用されますか（〇〇病院・〇〇商店 など）

ご質問や伝えておきたいこと（乗り降りに時間がかかる 杖をついている など）

　　聞こえにくい、見えにくい、歩きが遅い　 ・・・ など

あいのりタクシーを、どこから利用されますか（乗車地の詳細を記入）

お申込み方法　　郵送または、山鹿市役所(地域生活課)・各市民センターまで持参してください。

《郵送先》   〒８６１－０５９２ 山鹿市山鹿９８７番地３ 山鹿市役所 地域生活課
ＴＥＬ　０９６８－４３－１１１４（山鹿市役所地域生活課）
平日8:30～17：15

 ※行く可能性がある場所をできるだけ書いてください。

（例）

　　山鹿市民医療センター、ゆめマート東山鹿店、ＪＡ鹿本本所、水辺プラザかもと  ・・・など

お問い合わせ先

※特例とは・・・バス停から500ｍ以内の方でも「あいのりタクシー」をご利用いただける制度です

                                制度をご理解のうえ申請してください

 ◎ ご提供いただいた個人情報は、運行事業者（タクシー事業者）へ提供しますが、それ以外の

　  目的では使用しません。

身体  精神  療育

（   ２ 級）

氏   鹿　央 名  太　郎 ８７ 歳
※昭和３２年４月１日以前生まれの方のみ

◆利用者の住所が、山鹿・鹿本市街地区域内の場合のみ記入◆

（例）
　　山鹿市役所 、ドラッグストアコスモス桜町店  ・・・など

利用条件に同意のうえ、□内に ✓ (チェック) をお願いします

✓

できるだけ詳しくご記入ください

わからないことがあれば、お気軽にお尋ねください

乗車される行政区(地区）

に〇をつけてください
手帳をお持ちの方は

ご記入ください

記入例


